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　少子高齢化による影響が顕著となる“団塊の世代”が後期高齢者
（75歳）の年齢を迎える、「2025年問題」が身近に迫っており、
医療と介護などの社会保障が大きく変わろうとしております。
　本市においても、少子高齢化や核家族化が急速に進展する社会状況
の中、多様化する生活様式並びに家族のあり方も変化しつづけ、高齢
者夫婦世帯や一人暮らしの高齢者が増加しています。
　そうした著しい社会情勢のなかで、医療・福祉制度の改正等の影響
を受け“医療・福祉の施設”から“在宅での生活”すなわち“治す医
療”から“支える医療”へと、社会保障制度も大きく変化しております。

　このような大きな変化の渦中において、住民が自分らしくいきいきと安心して暮らせる
ように支えながら共に生きていく「地域共生社会」の実現に向け、国が求めている「地域
包括ケアシステム」を構築するためにも、地域住民、行政、福祉施設、福祉団体、ボラン
ティア、民生児童委員、ＮＰＯなどと連携・協働しながら地域の福祉ニーズを受け止め、
計画的な地域福祉活動の展開、地域福祉の基盤・体制づくりに取り組んでまいりました。

　しかしながら、2019年、中国に端を発し原因不明の肺炎が確認され、日本においても、
新型コロナウイルス感染（COVID-19）として「指定感染症」に指定され、その後、国
内でも感染が拡大、緊急事態宣言が発出され、その影響によるイベント・外出自粛など感
染防止対策が行われるなど、これまで経験したことのない生活様式が求められ３密を含め
てソーシャルディスタンスや感染予防と事業の関係等の中で「寄り添えない」「大声を出
せない」「集まれない」「飲食禁止や黙食、黙浴」など事業への影響は計り知れないもの
があり､やむなく事業活動を縮小せざるを得ない状況が生じたところであります。
　これらの影響を受けて休業や失業などにより、貧困をはじめとする生活資金で悩んでい
る方が増加したことを受け、国の各種貸付制度や社協独自での支援制度を活用し、相談支
援を行うことにより自立の促進を図ってまいりました。

　次期地域福祉実践計画は、前計画の基本目標である「ともに支え合う、安心・安全・福
祉のまちづくり」を引き継ぎつつ、新型コロナウイルス感染の拡大による活動自粛となっ
た事務・事業を安全に行うための自衛対策とし「移らない努力、移さない努力」などの正
しい予防対策を講じながら、これまで培ってきた関係機関との信頼関係やネットワークに
磨きをかけて、新たな地域福祉ステージ創造に寄与すべく着々と準備を進めて、コロナ禍
でも地域の方々が「社会生活を維持するうえで必要な施設」として、社会福祉協議会を位
置づけていただけるよう地域福祉の基盤づくりの役割を取り組んでまいります。

　最後になりましたが、本計画策定にあたりアンケートへのご協力していただきました関
係機関・団体の方々、長期間にわたり熱心にご審議いただきました地域福祉実践計画策定
委員の皆様に心より厚くお礼申し上げます。

　令和４年３月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人　稚内市社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　杉　本　　宏
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１　社会福祉協議会と福祉政策の動向
～『変わりゆく地域福祉（社会生活）』と『新たな支え合い』～

Ⅰ　地域福祉実践計画策定にあたって
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地域福祉とは‥‥

「地域福祉」
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２　これまでの地域福祉実践計画策定の経緯
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「すべての人に健
康と福祉を」

稚内市社会福祉協議会における SDGsの実現に向けての目標

３　SDGsへの取り組みについて

目標－①　相談支援体制づくり
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目標－⑥　社会福祉協議会としての使命

目標－⑤　災害ネットワークづくりと応急体制の整備

目標－②　幅広い世代でのまちづくり

目標－④　職場づくりと働きがいづくり

目標－③　地域での人材（財）づくりと育成
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SDGs達成に向けた取り組み
あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に
終止符を打つ

目標1 【貧困】
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養
の改善を実現し、持続可能な農業を促進
する

目標2 【飢餓】

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な
生活を確保し、福祉を促進する

目標3 【保健】
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高
い教育を提供し、生涯学習の機会を促進
する

目標4 【教育】

ジェンダー平等を達成し、すべての女性
及び女児のエンパワーメントを図る

目標5 【ジェンダー】
すべての人に水と衛生へのアクセスと持
続可能な管理を確保する

目標6 【水・衛生】

すべての人々に手ごろで信頼でき、持続
可能かつ近代的なエネルギーへのアクセ
スを確保する

目標7 【エネルギー】
すべての人のための持続的、包摂的かつ
持続可能な経済成長、生産的な完全雇用
および働きがいのある人間らしい仕事を
推進する

目標8 【経済成長と雇用】

強靱なインフラを整備し、包摂的で持続
可能な産業化を推進するとともに、技術
革新の拡大を図る

目標9 【インフラ、産業化、
イノベーション】 国内及び国家間の格差を是正する

目標10 【不平等】

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強
靱な持続可能にする

目標11 【持続可能な
都市】

持続可能な消費を生産のパターンを確保
する

目標12 【持続可能な
消費と生産】

気候変動とその影響に立ち向かうため、
緊急対策を取る

目標13 【気候変動】
海洋と海洋資源を持続可能な開発に向け
て保全し、持続可能な形で利用する

目標14 【海洋資源】

陸域生態系の保護、回復および持続可能
な利用の推進、森林の持続可能な管理、
砂漠化への対処、土地劣化の阻止及び逆
転、ならびに生物多様損失の阻止を図る

目標15 【陸上資源】

持続可能な開発に向けて実施手段を強化
し、グローバル・パートナーシップを活
性化する

目標17 【実施手段】

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な
社会を推進し、すべての人に司法へのア
クセスを提供するとともに、あらゆるレ
ベルにおいて効果的で責任ある包摂的な
制度を構築する

目標16 【平和】
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２　稚内市社会福祉協議会の現状と課題
⑴ 事業内容
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【目標達成のための事業】
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⑵ 稚内市社会福祉協議会の組織体制（役員）

●会　　長　　１名
●副 会 長　　３名
●常務理事　　１名
●理　　事　　17名

●監　　査　　２名

●評 議 員　　40名

理
事
会

総　務　課

役　員

総　務　係

地域福祉係

生活相談係

在宅支援係

地域福祉課

相談支援課

事 務 局 長

副　会　長

顧　問 3名

監　事 2名

会　　長

副　会　長

副　会　長

常 務 理 事
苦 情 解 決
委　員　会

生活福祉資金
貸付調査委員会

総務部会・地域部会
各30名以内

理　事　会
17名 評議員選任・

解任選委員会
5名

理事・幹事候
補選考委員会

7名評 議 員 会
40名
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事務局　組織図（再掲載）と業務内容
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⑶ 社会福祉協議会の課題
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「職員＝ひと」

『職員＝人財』が成長することで、
　　　　　　　　　　　地域福祉の発展に寄与することができる。
人との共創、社会との共創を目指すことが、社協の次へのステップ！！

社 会仕 事ひ と『○○ = ○○ = ○○』社 会仕 事ひ と『○○ = ○○ = ○○』

生きがい生きがい

働きがい働きがい

働きやすさ働きやすさ

“心と体”の健康バランス“心と体”の健康バランス
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3%
1%

50%

31%

0%

0%

11%

3%

0%

1%

15%

2

⑷ 社会福祉協議会の財政状況　【サービス活動収益】
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⑸ これからの地域づくりの方向性（地域づくり戦略）
“With & After”コロナ禍での地域活動について
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第1部　集い編　　　　　　▶高齢者が集えば、地域が変わる
第2部　互い編　　　　　　▶互助を見つける、互助を育む
第3部　知恵を出し合い編　▶他職種が知恵を出し合い、地域の課題を解決する

▶地域を変える起点
　きっかけは高齢者にあり

第1部　集い編
高齢者が集えば、地域が変わる

▶互助が地域の高齢者の暮らしを支える

第2部　互い編
互助を見つける、互助を育む

▶地域の課題は、
　地域が解決

第3部　知恵を出し合い編
他職種が知恵を出し合い、地域の課題を解決する

介護
（事業者）

医療
（医療機関）

健康づくり
（行政等）
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地域づくりのイメージ図



ー　　ー31

３　市民の意識（アンケート調査の結果（抜粋））

市民アンケート依頼先一覧
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基本目標　ともに支え合う安心・安全・福祉のまちづくり
Ⅲ　これまでの取り組み内容と実績
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１　計画策定の背景と理念と目的
⑴ 計画の位置づけ等

◆背　景

◆理念と目的

■地域福祉計画と地域福祉実践計画の関連

■計画の位置づけ

Ⅳ　地域福祉実践計画の基本的な考え方
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2028

⑵ 計画の期間

■他の計画との関連
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２　基本目標、基本計画と実施計画書体系図
●基本目標

●基本計画

基本計画１：地域の課題を発見・共有し、解決していくための
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仕組みづくり
基本計画２：住民一人ひとりの生活課題を受け止め、
　　　　　　　　　　　　　　　　解決していくための体制づくり
基本計画３：地域づくりを主体的に担う人づくり
基本計画４：課題に柔軟に対応し、解決していくための組織づくり

●基本計画と重点推進項目

基本計画１：地域の課題を発見・共有し、解決していくための仕組みづくり

ともに支え合う安心・安全・福祉のまちづくりともに支え合う安心・安全・福祉のまちづくり

▶町内会における高齢者等の見守り体制の整備・充実・強化をします
▶市内居住している高齢者・障害者の権利を擁護します
▶策定した実践計画の評価をします

基本計画２：住民一人ひとりの生活課題を受け止め、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 解決していくための体制づくり
▶高齢者・障害者の地域生活を支えます
▶生活のあらゆる相談に応じ解決に導きます
▶生活困窮者等の最後の砦機能として関係機関と連携して活動します

基本計画３：地域づくりを主体的に担う人づくり
▶ボランティア活動の充実とマンパワー育成につとめます
▶赤い羽根共同募金を活用した事業をします
▶歳末助け合い助成金を活用した事業をします
▶社協愛情銀行を活用した事業をします
▶福祉関係団体とのネットワークを推進します

基本計画４：課題に柔軟に対応し、解決していくための組織づくり
▶社協活性化の推進と社協役員体制の強化と事務局機能の充実につとめます
▶財政の確立と財源確保につとめます
▶公的事業の受託を継続します
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●地域福祉実践計画　実施計画書体系図
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基本目標　ともに支え合う安心・安全・福祉のまちづくり
３　目標達成のための重点推進項目
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【資　料　編】 資料－１

地域福祉実践計画策定要領
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【資　料　編】 資料－２

地域福祉実践計画策定委員会設置要綱
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資料－２
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【資　料　編】 資料－３

地域福祉実践計画策定委員会委員名簿
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